
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
医
務
国
保
課
）

一

告

示

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

二

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
施
術
担
当
者
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

三

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

（

〃

）

�
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

四

�
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

（

〃

）

�
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（

〃

）

五

�
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

（

〃

）

六

�
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（

〃

）

七

�
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

（

〃

）

�
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
百
五
十
八
号
（
香
川
県
旅
館
業
営
業
施
設
の
措
置
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
改
正

（
生
活
衛
生
課
）

八

�
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
区
域
変
更

（

〃

）

九

�
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
基
幹
道
路
の
改
築
工
事
の
完
了

（

〃

）

し
ゆ
ん

�
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
工
認
可

（
港

湾

課
）

�
都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
二
件
）

（
都
市
計
画
課
）

一
〇

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

一
一

�
平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号
（
道
路
の
位
置
指
定
の
一
部
廃
止
）
の
一
部

訂
正

（

〃

）

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

�
平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
七
百
九
号
（
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
特
約
業
者
の
指
定
の

取
消
し
）
の
一
部
訂
正

（
税

務

課
）

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

（
経
営
支
援
課
）

一
二

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
の
同
意

（

〃

）

一
三

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
解
散
認
可

（

〃

）

一
四

�
土
地
改
良
区
の
清
算
人
就
任
の
届
出

（

〃

）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
決
定
（
二
件
）

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
適
否
決
定

（

〃

）

�
公
共
測
量
の
実
施
の
通
知

（
土
木
監
理
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

一
五

香
川
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第 ３ 号

平 成１８年

１月１３日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

一



香
川
県
規
則
第
一
号

香
川
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
香
川
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
四
条
第
一
項
第
四
号
イ
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
十
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

坂
出
市
番
の
州
緑
町
１
番
地
１

コ
ス
モ
石
油
株
式
会
社

坂
出
製
油
所

所
長

松
村

秀
登

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

坂
出
市
番
の
州
緑
町
１
番
地
１

コ
ス
モ
石
油
株
式
会
社

坂
出
製
油
所

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項 告

示石
油
精
製
業
の
用
に
供
す
る
脱
硫
施
設

水
素
化
脱
硫
１２
，０００

Ｂ
／Ｄ

許
可
後

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工

着
手
後
１０
月

完
成
後

連
続
２４
時
間
使
用

最
大

７
．０
～
８
．５

４５０

１５０

３００３２５９

汚
水
は
通
常
排
出
さ
れ
な
い
が
、
機
器
洗
浄
（
週
１
回
４
時

間
）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
汚
水
が
排
出
さ
れ
る
。

通
常

７
．０
～
８
．５

４０５

１３５

２８０１２２０

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
使

用
時

間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
要
求
量

（
m
g/l）

浮
遊
物
質
量（
m
g/l）

窒
素
含
有
量（
m
g/l）

り
ん
含
有
量（
m
g/l）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽

出
物
質
含
有
量（
m
g/l）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
m
３／日
）

備
考

排
出
さ

れ
る
汚

水
等
の

汚
染
状

態 期等

�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し

�
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

今
回
特
定
施
設
を
新
規
に
設
置
す
る
が
、
既
設
の
施
設
を
一
部
廃
止
す
る
た
め
、
排
水
口
に
お
け

る
排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
に
変
更
は
な
い
。

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１８
年
１
月
１３
日
か
ら

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
二
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
二
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
二
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
二
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
等
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

指
定
年
月
日

施
術
者

施
術
者
の
住
所

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

平
成
一
七
、

一
二
、
七

原

崇

善
通
寺
市
善
通
寺
町
一

五
一
〇
―
三

聖
心
堂
接
骨
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町
一

五
一
〇
―
三

休

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
七
、
一
二
、
一

東
條
産
婦
人
科
医
院

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国

分
七
一
番
地
一

東
條

泰
隆

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国

分
七
一
番
地
一

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
七
、
七
、
一

介
護
サ
ー
ビ
ス
オ
レ

ン
ジ
ハ
ウ
ス

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富

田
中
七
二
四
番
地

有
限
会
社
和

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富

田
中
七
二
四
番
地

居
宅
介
護
支
援
事
業

休

止

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
七
、
一
二
、
一

東
條
産
婦
人
科
医
院

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
分
七
一
番
地
一

平
成
一
七
、
一
一
、
一

長
尾
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

仲
多
度
郡
琴
平
町
二
八
八
番
地

変
更
年
月
日

事
業
所
（
施
設
）
の
名
称

及

び

所

在

地

事
業
者
（
開
設
者
）
の

名
称
及
び
主
た
る
事
務

所

の

所

在

地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

変

更

前

変

更

後

平
成
一
七
、
九
、

一

社
会
福
祉
法
人

仁
尾
町
社
会
福

祉
協
議
会

三
豊
郡
仁
尾
町

大
字
仁
尾
辛
四

二
番
地
三

社
会
福
祉
法
人

仁
尾
町
社
会
福

祉
協
議
会

三
豊
郡
仁
尾
町

大
字
仁
尾
辛
三

四
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
仁
尾
町

社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁

尾
辛
三
四
番
地
三

訪
問
介
護

平
成
一
七
、
一
〇
、

一

訪
問
介
護
セ
ン

タ
ー
は
つ
ら
つ

観
音
寺
市
木
之

郷
町
六
六
一
番

訪
問
介
護
セ
ン

タ
ー
は
つ
ら
つ

三
豊
郡
山
本
町

大
字
神
田
字
時

有
限
会
社
和
楽

観
音
寺
市
木
之
郷
町
六

六
一
番
地
一

訪
問
介
護

平
成
１８
年
２
月
３
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
裸

坂
出
市
環
境
交
通
課

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
二
十
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
二
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

地
一

貞
三
八
三
六
番

地

平
成
一
七
、
一
〇
、

一

居
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
は
つ

ら
つ

観
音
寺
市
木
之

郷
町
六
六
一
番

地
一

居
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
は
つ

ら
つ

三
豊
郡
山
本
町

大
字
神
田
字
時

貞
三
八
三
六
番

地

有
限
会
社
和
楽

観
音
寺
市
木
之
郷
町
六

六
一
番
地
一

居
宅
介
護
支
援

事
業

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
一
三
四
一

一
八

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

た
か
せ

三
豊
市
高
瀬
町
下
勝

間
二
四
四
九
番
地
一

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番
地

平
成
十
八
年

一
月
一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
一
三
五
一

一
五

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

た
く
ま

三
豊
市
詫
間
町
詫
間

一
三
二
八
番
地
一
一

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番
地

平
成
十
八
年

一
月
一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
一
三
六
一

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

平
成
十
八
年

一
月
一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

一
三

に
お

三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾

辛
四
二
番
地
三

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番
地

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
一
三
七
一

一
一

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

さ
い
た

三
豊
市
財
田
町
財
田

上
二
一
四
一
番
地

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番
地

平
成
十
八
年

一
月
一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
六
〇
一

一
五

社
会
福
祉
法
人
三
野

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
三
野
町
大
字

吉
津
乙
二
〇
三
〇
番

地
一

社
会
福
祉
法
人
三
野

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
三
野
町
大
字

吉
津
乙
二
〇
三
〇
番

地
一

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
七
四
一

一
六

社
会
福
祉
法
人
山
本

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
山
本
町
大
字

財
田
西
三
七
五
番
地

社
会
福
祉
法
人
山
本

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
山
本
町
大
字

財
田
西
三
七
五
番
地

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
五
七
一

一
一

社
会
福
祉
法
人
牟
礼

町
社
会
福
祉
協
議
会

木
田
郡
牟
礼
町
大
字

大
町
二
一
〇
九
番
地

二

社
会
福
祉
法
人
牟
礼

町
社
会
福
祉
協
議
会

木
田
郡
牟
礼
町
大
字

大
町
二
一
〇
九
番
地

二

平
成
十
八
年

一
月
九
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
二
十
九
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
二
九
一

一
〇

社
会
福
祉
法
人
国
分

寺
町
社
会
福
祉
協
議

会綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

居
一
一
五
〇
―
一

社
会
福
祉
法
人
国
分

寺
町
社
会
福
祉
協
議

会綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

居
一
一
五
〇
―
一

平
成
十
八
年

一
月
九
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
三
〇
一

一
八

社
会
福
祉
法
人
香
川

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
川
町
大
字

大
野
四
五
〇
番
地

社
会
福
祉
法
人
香
川

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
川
町
大
字

大
野
四
五
〇
番
地

平
成
十
八
年

一
月
九
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
五
四
一

一
八

社
会
福
祉
法
人
香
南

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
南
町
大
字

横
井
一
〇
二
八
番
地

社
会
福
祉
法
人
香
南

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
南
町
大
字

横
井
一
〇
二
八
番
地

平
成
十
八
年

一
月
九
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
二
二
一

一
五

社
会
福
祉
法
人
高
瀬

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字

下
勝
間
二
四
四
九
番

地
一

社
会
福
祉
法
人
高
瀬

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字

下
勝
間
二
四
四
九
番

地
一

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
四
六
一

一
四

社
会
福
祉
法
人
豊
中

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
豊
中
町
大
字

本
山
甲
一
九
二
番
地

社
会
福
祉
法
人
豊
中

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
豊
中
町
大
字

本
山
甲
一
九
二
番
地

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
四
二
一

一
三

社
会
福
祉
法
人
詫
間

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
詫
間
町
大
字

詫
間
一
三
二
八
番
地

一
一

社
会
福
祉
法
人
詫
間

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
詫
間
町
大
字

詫
間
一
三
二
八
番
地

一
一

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
五
〇
一

一
六

社
会
福
祉
法
人
仁
尾

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

社
会
福
祉
法
人
仁
尾

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
五
三
一

一
〇

社
会
福
祉
法
人
財
田

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
財
田
町
財
田

上
二
一
四
一
番
地

社
会
福
祉
法
人
財
田

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
財
田
町
財
田

上
二
一
四
一
番
地

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
一
三
四
一

一
七

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

た
か
せ

三
豊
市
高
瀬
町
下
勝

間
二
四
四
九
番

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番
地

平
成
十
八
年

一
月
一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
一
三
五
一

一
四

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

た
く
ま

三
豊
市
詫
間
町
詫
間

一
三
二
八
番
地
一
一

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番
地

平
成
十
八
年

一
月
一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
一
三
六
一

一
二

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

に
お

三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾

辛
四
二
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番
地

平
成
十
八
年

一
月
一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
一
三
七
一

一
〇

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

さ
い
た

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

平
成
十
八
年

一
月
一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

五



●
香
川
県
告
示
第
三
十
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

三
豊
市
財
田
町
財
田

上
二
一
四
一
番
地

西
三
七
五
番
地

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
六
〇
一

一
四

社
会
福
祉
法
人
三
野

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
三
野
町
大
字

吉
津
乙
二
〇
三
〇
番

地
一

社
会
福
祉
法
人
三
野

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
三
野
町
大
字

吉
津
乙
二
〇
三
〇
番

地
一

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
七
四
一

一
五

社
会
福
祉
法
人
山
本

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
山
本
町
大
字

財
田
西
三
七
五
番
地

社
会
福
祉
法
人
山
本

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
山
本
町
大
字

財
田
西
三
七
五
番
地

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
五
七
一

一
〇

社
会
福
祉
法
人
牟
礼

町
社
会
福
祉
協
議
会

木
田
郡
牟
礼
町
大
字

大
町
二
一
〇
九
番
地

二

社
会
福
祉
法
人
牟
礼

町
社
会
福
祉
協
議
会

木
田
郡
牟
礼
町
大
字

大
町
二
一
〇
九
番
地

二

平
成
十
八
年

一
月
九
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
二
九
一

一
九

社
会
福
祉
法
人
国
分

寺
町
社
会
福
祉
協
議

会綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

居
一
一
五
〇
―
一

社
会
福
祉
法
人
国
分

寺
町
社
会
福
祉
協
議

会綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

居
一
一
五
〇
―
一

平
成
十
八
年

一
月
九
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
三
〇
一

一
七

社
会
福
祉
法
人
香
川

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
川
町
大
字

大
野
四
五
〇
番
地

社
会
福
祉
法
人
香
川

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
川
町
大
字

大
野
四
五
〇
番
地

平
成
十
八
年

一
月
九
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
五
四
一

一
七

社
会
福
祉
法
人
香
南

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
南
町
大
字

横
井
一
〇
二
八
番
地

社
会
福
祉
法
人
香
南

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
南
町
大
字

横
井
一
〇
二
八
番
地

平
成
十
八
年

一
月
九
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
二
二
一

一
四

社
会
福
祉
法
人
高
瀬

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字

下
勝
間
二
四
四
九
番

地
一

社
会
福
祉
法
人
高
瀬

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字

下
勝
間
二
四
四
九
番

地
一

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
四
六
一

一
三

社
会
福
祉
法
人
豊
中

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
豊
中
町
大
字

本
山
甲
一
九
二
番
地

社
会
福
祉
法
人
豊
中

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
豊
中
町
大
字

本
山
甲
一
九
二
番
地

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
四
二
一

一
二

社
会
福
祉
法
人
詫
間

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
詫
間
町
大
字

詫
間
一
三
二
八
番
地

一
一

社
会
福
祉
法
人
詫
間

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
詫
間
町
大
字

詫
間
一
三
二
八
番
地

一
一

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
五
〇
一

一
五

社
会
福
祉
法
人
仁
尾

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
仁
尾

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

三
七
〇
〇
〇
二

一
〇
〇
五
三
一

一
九

社
会
福
祉
法
人
財
田

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
財
田
町
財
田

上
二
一
四
一
番
地

社
会
福
祉
法
人
財
田

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
財
田
町
財
田

上
二
一
四
一
番
地

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

知
的
障
害
者
居
宅

介
護

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

六



●
香
川
県
告
示
第
三
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居

宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
一
三
四
一

一
六

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

た
か
せ

三
豊
市
高
瀬
町
下
勝

間
二
四
四
九
番
地
一

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番

平
成
十
八
年

一
月
一
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
一
三
五
一

一
三

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

た
く
ま

三
豊
市
詫
間
町
詫
間

一
三
二
八
番
地
一
一

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番
地
一
一

平
成
十
八
年

一
月
一
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
一
三
六
一

一
一

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

に
お

三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾

辛
四
二
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番
地

平
成
十
八
年

一
月
一
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
一
三
七
一

一
九

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

さ
い
た

三
豊
市
財
田
町
財
田

上
二
一
四
一
番
地

社
会
福
祉
法
人
三
豊

市
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
市
山
本
町
財
田

西
三
七
五
番
地

平
成
十
八
年

一
月
一
日

児
童
居
宅
介
護

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
六
〇
一

一
三

社
会
福
祉
法
人
三
野

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
三
野
町
大
字

吉
津
乙
二
〇
三
〇
番

地
一

社
会
福
祉
法
人
三
野

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
三
野
町
大
字

吉
津
乙
二
〇
三
〇
番

地
一

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
七
四
一

一
四

社
会
福
祉
法
人
山
本

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
山
本
町
大
字

財
田
西
三
七
五
番
地

社
会
福
祉
法
人
山
本

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
山
本
町
大
字

財
田
西
三
七
五
番
地

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
五
七
一

一
九

社
会
福
祉
法
人
牟
礼

町
社
会
福
祉
協
議
会

木
田
郡
牟
礼
町
大
字

大
町
二
一
〇
九
番
地

二

社
会
福
祉
法
人
牟
礼

町
社
会
福
祉
協
議
会

木
田
郡
牟
礼
町
大
字

大
町
二
一
〇
九
番
地

二

平
成
十
八
年

一
月
九
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
二
九
一

一
八

社
会
福
祉
法
人
国
分

寺
町
社
会
福
祉
協
議

会綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

居
一
一
五
〇
―
一

社
会
福
祉
法
人
国
分

寺
町
社
会
福
祉
協
議

会綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

居
一
一
五
〇
―
一

平
成
十
八
年

一
月
九
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
三
〇
一

一
六

社
会
福
祉
法
人
香
川

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
川
町
大
字

大
野
四
五
〇
番
地

社
会
福
祉
法
人
香
川

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
川
町
大
字

大
野
四
五
〇
番
地

平
成
十
八
年

一
月
九
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

社
会
福
祉
法
人
香
南

社
会
福
祉
法
人
香
南

平
成
十
八
年

児
童
居
宅
介
護

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

七



●
香
川
県
告
示
三
十
三
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
百
五
十
八
号
（
香
川
県
旅
館
業
営
業
施
設
の
措
置
の
基
準
等
に
関
す
る
条

例
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

表
中
「
綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
分
一
〇
〇
九
番
地
」
を
「
高
松
市
国
分
寺
町
国
分
一
〇
〇
九
番
地
」
に
改

「

そ
の
他
の
施
設

め
、

大
島
へ
き
地
保
育
所

木
田
郡
庵
治
町
六
〇
三
四
番
地

を
削
る
。

」

●
香
川
県
告
示
第
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
か
ら
同
年
二

月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

炭
所
東
琴
平
線
（
百
九
十
号
）

三

道
路
の
区
域

一
〇
〇
五
四
一

一
六

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
南
町
大
字

横
井
一
〇
二
八
番
地

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
南
町
大
字

横
井
一
〇
二
八
番
地

一
月
九
日

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
二
二
一

一
三

社
会
福
祉
法
人
高
瀬

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字

下
勝
間
二
四
四
九
番

地
一

社
会
福
祉
法
人
高
瀬

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字

下
勝
間
二
四
四
九
番

地
一

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
四
六
一

一
二

社
会
福
祉
法
人
豊
中

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
豊
中
町
大
字

本
山
甲
一
九
二
番
地

社
会
福
祉
法
人
豊
中

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
豊
中
町
大
字

本
山
甲
一
九
二
番
地

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
四
二
一

一
一

社
会
福
祉
法
人
詫
間

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
詫
間
町
大
字

詫
間
一
三
二
八
番
地

一
一

社
会
福
祉
法
人
詫
間

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
詫
間
町
大
字

詫
間
一
三
二
八
番
地

一
一

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
五
〇
一

一
四

社
会
福
祉
法
人
仁
尾

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

社
会
福
祉
法
人
仁
尾

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字

仁
尾
辛
四
二
番
地
三

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

児
童
居
宅
介
護

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
五
三
一

一
八

社
会
福
祉
法
人
財
田

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
財
田
町
財
田

上
二
一
四
一
番
地

社
会
福
祉
法
人
財
田

町
社
会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
財
田
町
財
田

上
二
一
四
一
番
地

平
成
十
七
年

十
二
月
三
十

一
日

児
童
居
宅
介
護

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
木
ノ
崎
二
五
六
八

番
一
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
木
ノ
崎
二
六
六
八

番
二
地
先
ま
で

一
一
・
五

〜
一
九
・
五

二
七
九

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
七
百
八
十

七
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
市
神
二
〇
九
七
番

地
先
か
ら

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
市
神
二
〇
二
〇
番

一
地
先
ま
で

一
一
・
五

〜
一
一
・
七

六
八

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
市
神
二
一
二
二
番

五
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
市
神
二
一
四
四
番

一
地
先
ま
で

一
一
・
五

〜
一
一
・
五

一
三

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

八



四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
一
月
十
五
日

●
香
川
県
告
示
第
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
か
ら
同
年
二

月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

高
松
綾
南
線
（
二
百
七
十
六
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

●
香
川
県
告
示
第
三
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
か
ら
同
年
二

月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

府
中
琴
南
線
（
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
三
十
七
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
基
幹
的
な
町
道
の
改
築
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
す
る
の
で
、
過
疎
地
域
自

立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
市
神
二
〇
五
〇
番

四
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
市
神
二
〇
五
一
番

一
地
先
ま
で

一
一
・
五

〜
一
一
・
五

三
四

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
字
滝
一
二
九
六
番
四
地

先
か
ら

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
字
滝
一
三
六
五
番
二
地

先
ま
で

六
・
〇

〜
一
六
・
五

一
六

平
成
十
六
年

香
川
県
告
示

第
七
百
四
十

号
で
変
更
し

た
区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

坂
出
市
府
中
町
字
鷲
ノ
山
一
七
五
四
番

八
地
先
か
ら

前

八
・
八

〜
二
一
・
四

四
二
二

道
路
改
修
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
陶
字
丸
山
一
〇
九

五
番
二
地
先
ま
で

後

一
一
・
二

〜
三
〇
・
〇

四
二
二

路
線
名

工
事
区
間

工
事
の

種

類

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

メ
ー
ト
ル

工
事
の

完
了
の
日

奥
山
線

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字

大
池
ノ
内
一
四
七
九
番
一
地

先
か
ら

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字

大
池
ノ
内
一
四
七
九
番
四
地

先
ま
で

改
築

一
八
・
五

〜
六
五
・
〇

七
四

平
成
十
八
年
一

月
十
三
日

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

九



し
ゆ
ん

り
公
有
水
面
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
内
海
町
建
設
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
か
ら
十
年
間
閲
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

し
ゆ
ん

一

竣
功
認
可
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
五
日

し
ゆ
ん

二

竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

香
川
県

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
知
事

真
鍋

武
紀

三

埋
立
区
域

１

位
置

香
川
県
小
豆
郡
内
海
町
古
江
字
西
通
乙
三
二
一
番
二
、
乙
三
二
二
番
二
及
び
字
西
通
乙
三
一
九
番

二
か
ら
字
西
通
甲
二
〇
八
番
五
を
経
て
字
中
通
甲
一
六
三
番
一
に
至
る
間
に
隣
接
す
る
無
番
地
地
先

公
有
水
面

２

区
域

	
の
地
点
か
ら


の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
	
の
地
点
と


の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十

一
年
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
一
・
九
三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

	
の
地
点

三
等
三
角
点
馬
立
（
北
緯
三
四
度
二
七
分
一
二
・
九
八
九
秒

東
経
一
三
四
度
一
七

分
四
八
・
三
二
一
秒
。
）
か
ら
六
七
度
二
三
分
三
七
秒

一
、
五
六
一
・
八
二
メ
ー
ト

ル
の
地
点

�
の
地
点

	
の
地
点
か
ら
一
一
六
度
五
六
分
一
六
秒

六
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
五
二
分
四
一
秒

四
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点


の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
三
八
度
四
九
分
四
三
秒

五
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点


の
地
点
か
ら
一
四
九
度
二
四
分
五
六
秒

五
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
二
度
一
九
分
〇
八
秒

七
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
三
度
二
七
分
二
七
秒

三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
四
度
〇
七
分
三
六
秒

四
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
四
度
一
六
分
〇
〇
秒

四
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
五
度
〇
五
分
〇
九
秒

五
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
四
度
二
二
分
三
三
秒

四
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
三
度
三
〇
分
一
四
秒

五
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
二
度
四
一
分
三
〇
秒

四
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
五
三
分
一
九
秒

五
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
二
九
分
二
〇
秒

四
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
〇
度
〇
四
分
〇
八
秒

四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
四
八
度
二
九
分
一
八
秒

四
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
四
六
度
三
三
分
四
七
秒

四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
四
五
度
二
三
分
四
三
秒

二
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
四
二
度
一
二
分
五
三
秒

二
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
五
七
分
〇
七
秒

〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点



の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
〇
八
度
一
七
分
四
七
秒

一
五
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

四
七
三
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１

免
許
年
月
日

平
成
十
一
年
八
月
十
七
日

２

免
許
番
号

一
一
港
Ａ
第
一
一
号

●
香
川
県
告
示
第
三
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
事
業
を

認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

施
行
者
の
名
称

高
松
市

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

一
〇



二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

高
松
広
域
都
市
計
画
公
園
事
業

二
・
二
・
一
六
一

天
皇
北
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
一
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

香
川
県
高
松
市
林
町
字
松
ノ
木
地
内

●
香
川
県
告
示
第
四
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
事
業
を

認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

施
行
者
の
名
称

高
松
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

高
松
広
域
都
市
計
画
公
園
事
業

三
・
二
・
一
〇
八

松
縄
流
石
中
央
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

香
川
県
高
松
市
松
縄
町
字
流
石
地
内

●
香
川
県
告
示
第
四
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

西
土
指
道

第
六
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日

三

指
定
道
路
の
位
置

観
音
寺
市
吉
岡
町
字
三
野
境
八
四
六
―
三
及
び
八
八
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

四
一
・
六
九
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
十
二
号

平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号
（
道
路
の
位
置
指
定
の
一
部
廃
止
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
訂
正
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「
指

定

番

号
」
を
「
廃

止

番

号
」
に
、
「
指
定
年
月
日
」
を
「
廃
止
年
月
日
」

に
改
め
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
八
年
二
月
十
九
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
の
ち
の
応
援
舎

山
本

文
子

高
松
市
屋
島
西
町
一
九
一
一
番
地
三

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
高
齢
者
に
対
し
て
、
そ
の
人
ら
し
さ
を
求
め
た
生
き
方
を
支
援
す
る

事
業
を
行
い
、
そ
の
人
の
生
活
の
質
を
高
め
る
事
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
号

公

告

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

一
一



平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
七
百
九
号
（
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

表
中
「
丸
亀
市
土
器
町
九
丁
目
二
一
四
番
地
」
を
「
丸
亀
市
土
器
町
東
九
丁
目
二
一
四
番
地
」
に
改
め

る
。

●
香
川
県
公
告
第
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
一
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

坂
出
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

坂
出
市
入
船
町
二
丁
目
三
二
〇
番
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
坂
出
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
坂
出
市
環
境
経
済
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
十
三
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
屋
島
東
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土

地
改
良
事
業
長
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月

十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
十

三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

市
町
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

綾
南
町

団
体
営
た
め
池
等
整
備
事
業
西
谷
池
地
区

綾
南
町
経
済
課

丸
亀
市

団
体
営
た
め
池
等
整
備
事
業
池
谷
池
地
区

丸
亀
市
綾
歌
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

高
松
市
西
植
田
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
末
次
上
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
原
南
地
区

〃

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
西
神
内
東
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
籠
池
地
区

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

一
二



●
香
川
県
公
告
第
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
岡
の

上
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日
同
意
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
郡

仁
尾
町
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

組
橋

啓
輔

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
甲
一
一
六
七
番
地
一

平
成
一
七
、
一
二
、
一
九

〃

曽
根

渉

〃

〃

〃

丙
五
一
九
番
地

〃

〃

塩
田

峯
義

〃

〃

〃

己
四
五
七
番
地
一

〃

〃

三
宅

孝
明

〃

〃

〃

戊
六
九
一
番
地

〃

〃

三
井

清

〃

〃

〃

乙
四
七
六
番
地
一

〃

〃

浪
越
誠
一
郎

〃

〃

〃

丙
七
六
四
番
地

〃

〃

冨
田

正
孝

〃

〃

〃

己
一
一
九
番
地
一

〃

〃

柴
坂

詔
弘

〃

〃

〃

乙
一
五
三
一
番
地

〃

〃

�
鍋

猛
至

〃

〃

〃

己
一
一
七
四
番
地

〃

〃

鴨
田

敦
美

〃

〃

〃

甲
一
五
三
番
地

〃

〃

�
鍋

忠
博

〃

〃

〃

丙
一
七
三
番
地

〃

〃

曽
根

満

〃

〃

〃

甲
六
一
三
番
地

〃

〃

辻

重
藏

〃

〃

〃

丁
一
三
三
番
地

〃

〃

河
田

浩
次

〃

〃

〃

己
一
四
〇
三
番
地
六

〃

〃

吉
田

康
良

〃

〃

〃

丁
一
二
〇
六
番
地
二

〃

監

事

大
西

昭
夫

〃

〃

〃

乙
三
四
四
番
地
一

〃

〃

�
鍋

憲
一

〃

〃

〃

丙
九
〇
七
番
地

〃

〃

塩
田

 
一

〃

〃

〃

戊
八
六
七
番
地
一

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

組
橋

啓
輔

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
甲
一
一
六
七
番
地
一

平
成
一
七
、
一
二
、
二
〇

〃

森

定
雄

〃

〃

〃

丁
三
八
七
番
地
一

〃

〃

田
渕

雅
教

〃

〃

〃

甲
一
二
五
番
地
一

〃

〃

曽
根

満

〃

〃

〃

甲
六
一
三
番
地

〃

〃

田
中

義
則

〃

〃

〃

乙
五
九
番
地

〃

〃

柴
坂

詔
弘

〃

〃

〃

乙
一
五
三
一
番
地

〃

〃

眞
鍋

忠
博

〃

〃

〃

丙
一
七
三
番
地

〃

〃

曽
根

勉

〃

〃

〃

丙
五
二
七
番
地

〃

〃

冨
田

正
孝

〃

〃

〃

己
一
一
九
番
地
一

〃

〃

松
下

正
治

〃

〃

大
字
家
の
浦
二
一
七
番
地

〃

〃

河
田

進

〃

〃

大
字
仁
尾
己
一
四
〇
一
番
地
二
〇

〃

〃

河
田

忠
義

〃

〃

〃

己
四
八
六
番
地
六

〃

〃

塩
田

 
一

〃

〃

〃

戊
八
六
七
番
地
一

〃

〃

北
岡

琢
巳

〃

〃

〃

丁
九
二
九
番
地

〃

〃

真
鍋

忠
市

〃

〃

〃

丁
五
〇
三
番
地
一

〃

監

事

大
西

昭
夫

〃

〃

〃

乙
三
四
四
番
地
一

〃

〃

坂
田

武
久

〃

〃

〃

丙
二
四
二
番
地
一

〃

〃

三
宅

祥
平

〃

〃

〃

戊
六
八
四
番
地
一

〃

●
香
川
県
公
告
第
十
三
号

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
南
原
地
区

高
松
市
川
島
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
天
神
地
区

高
松
市
古
高
松
土
地
改
良
区

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
谷
地
区

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

一
三



土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市

手
島
町
土
地
改
良
区
の
解
散
を
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
清
算
法
人
丸
亀
市
手
島
町
土
地
改
良
区
か
ら
清
算
人
の
就
任
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

清
算
人

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

の
種
類

清
算
人

合
田

重
通

丸
亀
市
手
島
町
一
五
六
八
番
地
一

平
成
一
七
、
一
二
、
五

〃

高
田

正
明

〃

〃

一
六
八
七
番
地

〃

〃

大
倉

文
夫

〃

〃

七
〇
三
番
地
三

〃

〃

浪
指

登

〃

〃

一
三
六
五
番
地

〃

〃

藤
原

當
正

〃

〃

一
二
七
七
番
地
一

〃

〃

尾
崎

和
敏

〃

〃

一
六
六
三
番
地

〃

〃

尾
崎

忠

〃

〃

七
〇
三
番
地
の
二

〃

●
香
川
県
公
告
第
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
田
園
空
間
整
備
事
業
志
度
地
区
（
長
浜
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
さ
ぬ
き
市
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
二
月
九
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
田
園
空
間
整
備
事
業
志
度
地
区
（
中
尾
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
さ
ぬ
き
市
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
二
月
九
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
さ
ぬ
き
市
の
土
地
改
良
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
乙
井
川
北

地
区
）
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
さ
ぬ
き
市
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
二
月
九
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
十
八
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
高
松
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
登
記
所
備
付
地
図
作
成
等
基
準
点
測
量
作
業
）

二

作
業
期
間

平
成
十
八
年
一
月
十
五
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

高
松
市

扇
町
一
丁
目
、
瀬
戸
内
町
、
浜
ノ
町
の
各
一
部
地
域

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

一
四



す
る
。平

成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

!

克

彦

一

政
党
の
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

!

克

彦

一

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

自
由
民
主
党
香
川
県
電
気

通
信
支
部

代

表

者

の

氏

名

松
尾

礼
徹

森
川

清
和

政
治
団
体
の
名
称

綾
野
忠
雄
後
援
会

國
土
幸
久
後
援
会

松
岡
あ
き
ら
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

明
日
の
小
豆
島
を
考
え
る

会

代

表

者

の

氏

名

長
松

稔

池
田

正
雄

綾
野
忠
雄
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

兎
子
尾
紀
夫

兎
子
尾
正
四
郎

会
計
責
任
者

の

氏

名

長
尾

和
信

中
尾

博
美

黒
島
あ
き
ら
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

中
松

和
彦

黒
島

淳

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

一
五
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平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日

（
第
九
三
〇
二
号
）

一
六


